電子的診療情報連携体制整備加算について
当院は診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関です。マイナ保険証を促進する等、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。また、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しています。



特定疾患療養管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料、婦人科特定疾患治療管理料、二次性骨折予防継続管理料、小児科外来診療料、生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱの施設基準に係る院内掲示
当院では患者さんの状態に応じ、28日以上の長期処方やリフィル処方箋の発行に対応しています。長期処方やリフィル処方箋の交付が可能かは病状に応じて医師が判断いたします。



地域支援・外来医薬品供給対応体制加算について
当院は後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用に積極的に取り組んでいます。医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備しています。医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性がありますが、変更する場合には十分に説明いたします。

